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計画地の全部又は一

部が包蔵地の範囲内

である。

大規模建築物(*1)に該

当している。

届出は不要ですが、大規模建築物

等指導要綱に基づき試掘調査をお

願いする場合があります。

届出は不要です。

YES
＊1)大規模建築物とは次のいずれかに該当するもの

で、区の大規模建築物等指導要綱の対象となる建築

物です。

①階数が3以上で戸数が30以上のもの

②建築物の延べ床面積2,000㎡以上のもの

③敷地面積が1,000㎡以上の建設事業

（階数3未満又は戸数10未満の集合住宅除く）
YES

建築・土木工事を計画

している。

YES

土地等の取引後、建築

工事を予定している。

(*2)

届出は不要です。

ただし、不動産取引の際の重要事項説明に必要

です。

NO

YES

今後、建築・土木工事を

実施する前に、左記の手

続きが必要です。

文化財保護法第93条

第1項に基づく届出が

必要です。

区に届出

区が東京都に進達

東京都から通知
（都から届出者へ）

提出部数 ：２部（正・副） 提出時期：工事着手の60日前まで

提出先：区生涯学習課文化財係

届出用紙:文化財保護法第93条第１項

添付図面：①建築工事：案内図、配置図、基礎平面図、基礎断面図

添付図面：②その他工事：案内図、平面図（全体及び掘削範囲が示され

添付図面：①ているもの）、掘削深度がわかる図面等

図面の規格：正（都提出用）～全てA４判に統一（任意縮尺可）

図面の規格 副（区保存用）～原図又はそのコピー（正の写しでも可）

その他

届出者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の承諾書が必要

（様式別途）

立会調査

試掘調査

慎重工事

発掘調査

特に調査を必要と認めない

慎重に工事を実施し、遺構等発見時には区に連絡する

基礎掘削工事時に区専門職員が掘削状況・底面の写真

を撮影・記録する

立会調査

事業者側から基礎掘削工事

実施日を連絡してもらい、区専

門職員が基礎掘削状況・底面

の写真を撮影します。

万一、遺構等が確認された

場合でも、その場で調査（処

理）するケースがほとんどです。

試掘調査

・一般的に重機（パワーショベル、バックホウ）により2～2.5m幅で溝

掘りをして遺構の有無を確認します。

・深さは概ね50～100cm程度

・調査面積は概ね敷地の10％程度

・調査後は土を埋め戻す

・所要日数は概ね敷地面積1,000㎡までなら1日

・試掘費用は原則（予算の範囲内で）区が負担

本調査費用

自己居住用の個人専用住宅→国庫

個人専用住宅の場合を除き事業者側が負担。

埋蔵文化財手続きフロー図

区専門職員の指示により、区委託業者がパワーショベル

等で掘削し、遺構の有無を確認する

＊2)商取引等の場合、建築・土木工事等、開発行為の有

無に関わらず、試掘調査依頼書によって、埋蔵文化財の

有無を確認することができます。

対象地が周知の埋蔵文

化財包蔵地（包蔵地）か

否か確認する。

NONO

NO


